
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和７年３月４日（火）午後４時００分～午後５時１０分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第１会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（１１名） 

農業委員 

２番 山岡 知博 

３番 弓野 良子 

４番 青木 清美 

５番 水島 英樹 

６番 大濱 秀弥 

７番 折谷 秀幸 

８番 荒尾 和彦 

９番 髙嶋 香織 

11番 中野 義博 

13番 大森 裕一 

14番 石原 孝之 

 

４ 本委員会に欠席した委員（３名） 

農業委員 

１番 大森 憲一 

10番 清水 智也 

12番 清水 正雄 

 

５ 説明者   農業委員会  事務局長    平坂 昌美 

事務局長代理  佐渡 譲 

事務局員    山﨑 康治 

 

６ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請の件 

  （２）議案第２号  農地法第４条・５条の規定による許可申請の件 

（３）議案第３号  農用地利用集積計画の決定の件 

（４）議案第４号  農用地利用配分計画の決定の件 

（５）議案第５号  令和７年度農作業参考料金及び農地参考賃借料の決定の件 

（６）協議事項   地域計画（案）について 

（７）その他 

 

７ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、３月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 



 

会  長  （あいさつ）       

 

会  長  それでは、これより、３月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により２番 山岡 知博 委員、３番 弓野 良子 

委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

   会  長  議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」について、ご説 

明いたします。 

 議案書は、１ページをご覧ください。 

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法第３条 

の規定による許可申請があったので、意見を求めます。 

 令和７年３月４日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 今回の申請の概要ですが、許可申請件数は１件で、申請面積は１，１１０．００㎡ 

です。 

 続いて、各申請についてご説明いたします。 

 １番 譲受人は朝日町山崎〇〇○○番地、○○ ○〇さんです。 

１番 譲渡人は入善町入膳〇〇○○番地〇〇、○○ 〇○○さんです。 

 申請農地は朝日町山崎〇○○番外２筆、地目は田、３筆、合計１，１１０．００㎡ 

です。 

 権利の設定としては、「譲受人の要望による」となります。 

 中野義博委員、大森憲一委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

 申請地は、山崎地区、花房地内、譲受人の自宅に隣接しております。 

 

 次に、許可基準についてですが、申請地②及び③については、自家用野菜を栽培す 

る予定としており、また、申請地①については、譲受人が〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇の構成員として、農業に従事して、当該法人が引き続き耕作を行う農地にあって 

は、自ら耕作に供することに関わらず、例外的に農地の所有権の取得を認めることが 

できるという規定に基づき、許可申請が行われたものです。 

全部効率利用要件としては、申請地①については、譲渡人より譲受人が所属する法 

人が借受け、耕作をしており、今後も適正に管理・耕作されるものと思われます。 

 申請地②及び③については、自家用野菜を栽培する予定としており、譲受人は農業 

経験もあるため、今後も適正に管理・耕作されるものと思われます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、申請地①については、譲受人が所属する法人は同集落内 



で問題なく耕作をしており、また、申請地②及び③については、譲受人は自家用野菜 

を栽培する予定としており、特段、周辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼ 

さないものと思われます。 

 以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満 

たしているものと思います。 

         議案第１号は以上でございます。 

         よろしくお願いいたします。  

 

    会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思います。 

       中野義博委員と大森憲一委員から意見書を提出いただいておりますが、大森憲一委

員が欠席されているため、中野義博委員から意見をお願いいたします。 

 

   中野委員  申請地①については、以前、譲受人の父が小作しておりましたが、その後、○○○

○○○○○○○○○○○が耕作しております。 

また、譲受人も当該法人の組合員であり、申請地①内に乗入れするためには、譲受人

の自宅内を通ってなければならないこともあり、譲受人が取得することで問題ないも

のと思います。 

なお、申請地②及び③については、事務局から説明のあったとおりです。 

 

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （意見なし） 

 

   会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして申請 

どおり許可いたします。 

 

   会  長  次に、議案第２号「農地法第４条・５条の規定による許可申請の件」を上程いたし 

ます。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  ３ぺージをご覧ください。 

         議案第２号「農地法第４条・第５条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地 

法第４条・５条の規定による許可申請があったので、同法施行令第７条並びに第１５ 

条の規定により意見を求めます。 

         令和７年３月４日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

  

 議案第２号、５条関係が１件です。 

 では、議案第２号の１番です。 



 これは、５条における一時転用申請の案件です。 

         １番 借受人は、「黒部市荒俣〇〇〇○番地、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇  

〇〇 〇〇さん」です。 

１番 貸渡人は、「入善町小杉〇〇〇番地、〇〇 〇〇さん」、「朝日町窪田〇〇〇番地、 

〇〇 〇〇さん」、「東京都足立区梅島三丁目〇番〇〇－〇〇〇号、〇〇 〇〇さん」です。 

         申請地は、朝日町窪田〇〇〇〇番外３筆、地目は田で、６，４６３．００㎡で、転用目 

的は陸砂利採取です。 

         清水正雄委員より意見書を頂戴しております。 

         本日、清水正雄委員が欠席されておりますが、一時転用許可相当であるという意見をい 

ただいております。 

          

         申請地につきましては、４ページをご覧ください。 

大家庄地区の窪田地内、県道大家庄・上飯野線の北側、北陸自動車道の南側で、入善町 

との境界の入川に隣接しています。 

         借受人は土木建築請負業をはじめ土砂採取販売を行っており、申請地において砂利の採 

取用地として利用しようするものです。 

令和９年３月末までの一時転用であり、砂利採取後、原状復旧することとしています。 

         申請には県への砂利採取の計画認可申請書のほか、採取や復元の計画書、地権者や耕作 

者、地元の同意書が合わせて提出されております。 

         農地区分につきましては、１０ｈａ以上連たんしている農用地区域でありますが、本件 

の申請は２年間の一時転用となっており、入善町土地改良区の同意での意見書も添付され 

ているとともに、一時転用の場合は農用地区域からの除外手続きは無くても転用すること 

が可能であることになっております。 

         以上、第５条の規定による許可申請の件として、１件 田４筆、合計６，４６３．００ 

㎡、となります。 

         よろしくお願いいたします。 

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第２号の１番の議案につきまして、審議したいと思 

います。 

 意見書を提出されている清水正雄委員が欠席されておりますが、清水正雄委員 

の意見については、ただ今、事務局から報告のあったとおりです。 

 

   会  長  議案第２号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

   

   会  長  申請地はここだけなのか。 

         砂利採取であれば、１０ｔトラックにて運搬するものと考えられるが、周辺に通行 

可能な道路はあるのか。 

 

   事 務 局  申請地の北側の農地も砂利採取が計画されておりますが、入善町内であるため、議 

案書には表示されておりません。 

入善町には、約１８，０００㎡の農地が申請されており、全体としては、 



約２４，０００㎡となっております。 

 申請地付近には、町道と県道があり、１０ｔトラックの運搬に使用されるものと思 

います。 

 

   会  長  その他に、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （意見なし） 

 

   会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、議案第２号の議案につきまして申請どおり 

県へ進達いたします。 

 

   会  長  次に、議案第３号「農用地利用集積計画の決定の件」と議案第４号「農用地利用配 

分計画の決定の件」につきまして、関連がありますので、合わせて上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

事 務 局  それでは、５ページをご覧ください。 

         議案第３号「農用地利用集積計画の決定の件」、次のとおり、旧農業経営基盤強化 

        促進法第１８条第１項の規定により、朝日町の定める農用地利用集積計画案の提出が 

ありましたので、その決定につき意見を求めます。   

         続いて、２２ページをご覧ください。 

         議案第４号「農用地利用配分計画の決定の件」、次のとおり、農地中間管理事業の 

推進に関する法律第１９条第３項の規定により、朝日町の定める農用地利用配分計画 

案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

         今回の集積計画は、農地中間管理事業にかかるものとそれ以外という２部構成とな 

っております。 

         それでは、議案の説明に移りたいと思います。 

         初めに、農地中間管理事業以外の集積計画についてご説明いたします。 

         ７ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は１件となり、 

        田：６筆：９，４７５．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         続きまして、８ページをご覧ください。 

         農地中間管理事業以外についての利用権設定状況の内訳です。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１件、９，４７５．００㎡、再設定となってお 

ります。 

 続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

 借り手、貸し手 計各１件、９，４７５．００㎡、相対契約であります。 

 町外の借り手は、０件、０．００㎡、町外の貸し手は、０件、０．００㎡、全て町 

内の方で、町内各地区分は、表のとおりとなっております。 

         続けて、農地中間管理事業にかかる集積計画についてご説明いたします。 



         ２０ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は１７０件となり、 

田：３３２筆：４８４，９３６．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、２１ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる集積計画の利用権設定状況の内訳です。 

３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、５件、９，６２３．００㎡、うち再設定 

を含む申請は、２件、７４９．００㎡となっております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、３件、１，９３９．００㎡、全て新規 

設定となっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１６２件、４７３，３７４．００㎡、うち再設 

定を含む申請は、１４６件、４４９，４９１．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計各１７０件、４８４，９３６．００㎡のうち、借り手は全て公 

社になっております。 

         町外の貸し手は、４４件、１１１，６９７．００㎡となり、残りの町内各地区分は、

表のとおりとなっております。  

         続けて配分計画についてですが、３６ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしまして、申請件数は１９４件となり、 

        田：３７５筆：５５６，０５２．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となっております。 

         次に、３７ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる配分計画の利用権設定状況の内訳となります。 

３年未満の借り手及び貸し手が、１４件、３５，６４７．００㎡、全て再設定とな 

                っております。 

３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、１２件、３２，２９７．００㎡、うち再 

設定を含む申請が、９件、２３，４２３．００㎡となっております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、５件、１２，６６１．００㎡、うち再 

設定を含む申請が、２件、１０，７２２．００㎡となっております。 

 １０年以上の借り手及び貸し手が、１６３件、４７５，４４７．００㎡、うち再設 

定を含む申請が、１４７件、４５１，５６４．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計 各１９４件、５５６，０５２．００㎡のうち、貸し手は全て 

公社になっております。 

         町外の借り手は、８件、２９，００６．００㎡となり、残りの町内各地区分は、表 

のとおりとなっております。 

         なお、今回の申請の中には、耕作者変更に係る申請として再配分が２４件含まれて 

おります。 

 議案第３号及び第４号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第３号及び議案第４号の議案につきまして、審議し 

たいと思います。 

 議案第３号及び議案第４号の議案において、当事者となる委員がおられますので、 

案件を分けて審議します。 



 まずは、１１ページの議案第３号、２７番の案件について審議したいと思います。 

 当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

 （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         １１ページの議案第３号、２７番の案件について、ご意見及びご異議はありません 

か。 

 

 （意見なし） 

 

   会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

決定いたします。 

 それでは、○○○○委員の退室を解きます。 

 

 （○○委員 着席） 

 

   会  長  続きまして、２４ページの議案第４号、１５番及び１６番の案件について審議しま 

す。 

         当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         ２４ページの議案第４号、１５番及び１６番の案件について、ご意見及びご異議は 

ありませんか。 

 

（意見なし） 

  

     会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

決定いたします。 

 それでは、○○○○委員の退室を解きます。 

 

 （○○委員 着席） 



 

   会  長  続きまして、２６ページの議案第４号、４３番及び４４番の案件について審議しま 

す。 

         当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         ２６ページの議案第４号、４３番及び４４番の案件についてご意見及びご異議はあ 

りませんか。 

 

（意見なし） 

 

会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

決定いたします。 

 それでは、○○○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

 

会  長  続きまして、３１ページの議案第４号、１２７番から１２９番までの案件について 

審議します。 

         当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         ３１ページの議案第４号、１２７番から１２９番までの案件についてご意見及びご 

異議はありませんか。 

 

（意見なし） 

 

会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

決定いたします。 

 それでは、○○○○委員の退室を解きます。 



 

         （○○委員 着席） 

 

会長職務代理者  続きまして、３４ページの議案第４号、再配分３６番の案件について審議します。 

当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

         （○○委員 退席） 

 

   会長職務代理者  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         ３４ページの議案第４号、再配分３６番の案件についてご意見及びご異議はありま 

せんか。 

 

（意見なし） 

 

会長職務代理者  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会長職務代理者  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

決定いたします。 

 それでは、○○○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

 

   会  長  それでは、今ほどの当事者の案件以外の議案第３号及び議案第４号の案件について 

審議したいと思います。 

ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（意見なし） 

 

会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

        決定いたします。 

 

会  長  次に、議案第５号「令和７年度農作業参考料金及び農地参考賃借料の決定の件」を 

上程いたします。 

本年度は、３年に一度見直しをしております農作業参考料金及び農地参考賃借料の 

見直しの年であります。 



 去る２月２７日、生産組合長や貸し手、借り手ほか、関係機関の皆さんにお集まり 

いただいて、「農地参考賃借料検討委員会」を開催させていただきました。 

 この内容は、最終的に農業委員会で決定し、公表することとなっております。 

 この議案について、事務局より説明願います。 

    

   事 務 局  議案第５号「令和７年度農作業参考料金及び農地参考賃借料の決定の件」、令和７年度 

農作業参考料金及び農地参考賃借料について、その決定につき意見を求めます。 

 令和７年３月４日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

４１ページに、令和７年度朝日町農作業参考料金表（案）を、４２ページに、令和７年 

度朝日町農地参考賃借料（案）の資料を提示しております。 

         令和７年度朝日町農作業参考料金表（案）につきましては、令和６年度に農作業参考賃 

金を改定しました。 

基本的に５％以上の変動があった際に、その項目を変更していますが、該当する項目は 

「あぜぬり機」の単価を７９円/ｍから８３円/ｍに変更する１項目のみとなります。 

 このことから、今回は「農作業参考賃金策定協議会」は、開催いたしませんでした。 

 このことから、２月定例会においてご案内いたしましたとおり、「あぜぬり機」の１項目 

を改定したものとしております。 

         ４２ページの令和７年度朝日町農地参考賃借料（案）につきましては、試算の結果、 

１０aあたり次のとおりとなりました。 

田の部１：１０，０００円（増減なし） 

田の部２： ７，２００円（増減なし） 

田の部３： ２，０００円（増減なし） 

         去る２月２７日に開催いたしました「農地参考賃借料検討委員会」では、次の意見も出 

されました。 

         （別添会議報告書から抜粋して説明） 

         検討委員会の結論として、議論した内容を農業委員会に報告し、提示案のとおり公表す 

ることで了承されました。 

         また、土地改良区賦課金のみならず、固定資産税相当分を加味するか検討することとい 

う意見がありました。 

         以上、議案第５号の説明とさせていただきます。 

         よろしくお願いいたします。 

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第５号の議案につきまして、審議したいと思います。 

ご意見及びご異議はありませんか。 

 

 （意見なし） 

 

会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 



会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、議案第５号の議案につきましては、事務局 

の説明どおり決定いたします。 

 

   会  長  次に、協議事項に移ります。 

         協議事項「地域計画（案）について」、事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  それでは、協議事項「地域計画（案）について」、ご説明いたします。 

         このたび、人・農地プランの法定化に伴う農業経営基盤強化促進法の改正により、 

町内全域を５つに分けて、５地区分の地域計画（案）を作成いたしましたので、同法 

第６条の規定に基づき、関係者への意見聴取を行っており、農業委員会の委員の方々 

にも、ご意見を賜りたく、別添のとおり地域計画（案）を配付させていただきました。 

 地域計画の策定に向けた協議の経過といたしましては、令和５年４月に農業経営基 

盤強化促進法が改正されて以降、同年１１月に担い手等による話合い（第１回）を開 

催し、同年１２月に生産組合長への説明等を行い、昨年１１月に担い手等による話合 

い（第２回）を開催するなど、農業者等からの意見等の取りまとめを進めて参りまし 

た。 

（地域計画（案）の内容については、資料のとおり説明） 

 なお、清水智也委員から、本日都合が悪いということから、事前に、意見として、 

南保地区の「３任意記載事項」の⑦の取組内容に、「特に、認定農業者等の担い手に 

あっては、適切な農地等の維持管理に係る地域の活動に積極的に参画する。」という 

文言を追加してほしいという意見がありました。 

 また、今後の事務スケジュールにつきましては、現在実施している関係者への意見 

聴取については、３月７日（金）までを期限としており、関係者からの意見等を踏ま 

えて、必要に応じて修正等を行い、最終的な地域計画の案を公告し、翌週から２週間 

の縦覧を行い、３月３１日（月）に地域計画を策定し、公告を行う予定としておりま 

す。 

 地域計画（案）については、以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

   会  長  ただ今、説明のありました地域計画（案）について、ご意見等はありますか。 

 

   会  長  １(１)「（参考）区域内における〇才以上の農業者の農地面積の合計」の欄につい 

て、空欄となっているが、記載しなくてもよいのか。 

記載しないのであれば、紛らわしいため、削除してはどうか。 

 

   事 務 局  ご質問いただいた項目については、必須項目ではないため、記載しておりません。 

         また、当該項目の削除については、県に確認した上で、削除しても問題なければ、 

削除することとしたい。 

 

   会  長  その他に、ご意見等はありますか。 

 



         （意見なし） 

 

   会  長  この件につきましては、発言のあった意見を取りまとめて、当委員会から意見書 

として町に提出いたします。 

 

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…４月７日（月）１６：００～ 

 

   会  長  その他に意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして３月の農業委員会定 

例会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後５時１０分に閉会する。 

 

この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名する。 

 

 

 令和７年  月  日 

 

      朝日町農業委員会議長   荒尾 和彦 

 

 

         会議録署名委員   

 

 

         会議録署名委員   


